
ペースメーカ・人工関節等の障害認定基準見直しに係る経過措置について 

 
（例） 

４月１日 

診断書 
意見書 

申請 
手帳交付 

≪従前の基準≫ 

診断書 
意見書 

申請 

３月１０日 ３月１２日 

３月２５日 ４月１日 

診断書 
意見書 

申請 

診断書 
意見書 

手帳交付 

≪新基準≫ 
申請 

３月１４日 ３月２０日 

３月２９日 

４月４日 

６月３０日 

４月３日 ４月８日 

４月１９日 

４月２６日 

従前の基準で作成 

手 
 
 
  
術 

３月３１日までに診断書が作成され、かつ４月１日
から６月３０日までの申請であれば、３月３１日まで
に申請があったものとみなし、従前の基準で認定 

（別 添） 

手帳交付 

≪従前の基準≫ 

手帳交付 

≪従前の基準≫ 

新基準で作成 


